
三次河川国道事務所 日 時 令和３年 ８月１３日（金）

記者発表・資料配付 ２０時３０分

件 名 　国道５４号の通行止め解除について
（　第　２　報　）

島根県政記者会 広島県政記者クラブ

発 表 先 三次記者クラブ 三原新聞記者クラブ 尾道市記者クラブ

福山市政記者クラブ 府中市役所記者クラブ

・国道５４号の『安芸高田市八千代町上根～三次市秋町』間は、大雨のため通行止
あ き たか た し や ち よ ちようかみ ね みよ し し あきまち

めとしてましたが、通行の安全を確認したため、通行止めを解除しました。

・国道５４号の『安芸高田市吉田町四軒屋』、及び『安芸高田市甲田町深瀬』につ
あ き たか た し よし だ ちよう し けん や あ き たか た し こう だ ちようふか せ

いては、片側交互通行となりました。

通行止め解除日時： 令和３年８月１３日（金） １９時００分

国土交通省中国地方整備局 三次河川国道事務所

問合せ先 副所長 守山 和彦 （もりやま かずひこ）

道路管理課長 江川 剛 （えがわ たけし）

ＴＥＬ ０８２４－６３－４１２１（代）
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